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ＪＡ佐野 



ごあいさつ 

皆様には平素より私どもＪＡ佐野をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

３月１１日に発生した宮城県沖を震源とする東日本大震災は、福島第一原子力発

電所の放射能漏れ事故と相まって、未曾有の被害をもたらしました。しかし、月日

の経過とともに、農業や漁業など再興に向けた動きが活発化し、明るい兆しが感じ

られるようになって参りました。当ＪＡと致しましては、今後ともできる限りの支

援を続けて参りたいと考えております。 

さて、当ＪＡの平成２３年８月末の事業状況は、貯金残高１，７８５億円、貸出

金残高３４８億円となり、前年とほぼ同水準での推移となっております。また、財

務の健全性を示す自己資本比率は２３．５１％（暫定値）となっております。 

こうした状況の中、第２８回ＪＡ栃木県大会の決議を踏まえた「新たな協同の創

造３か年計画」（対象期間：平成２２年度～２４年度）が進行中であり、計画の達成

に向け、役職員一体となり各種事業に取り組んでおります。 

今後とも組合員及び地域の皆様から信頼され、愛されるＪＡを目指し、努力して

参りますので、なお一層のご利用を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成２３年８月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表理事組合長 大芦 宏 
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２３日　平成２２年度下期業務運営監査

　　　　 第４１回監事会

２４日～４月１１日　平成２２年度下期監事監査（決算監査）

２８日　第３５回理事会

　　　　 第４２回監事会

１２日　第４３回監事会

１８日　第４４回監事会

１９日　臨時理事会

２３日　年金相談会（愛村支店）

２８日　第３６回理事会

　　　　 第４５回監事会

２２日　全国統一住宅ローン相談会（全支店）

２３日　年金友の会連絡協議会総会

　　　　 第４６回監事会 　ＴＰＰ交渉参加反対署名運動

２７日　第１０回通常総代会

　　　　 第１回理事会

　　　　 第１回監事会

２８日　全体コンプライアンス研修会

１日～８月１２日　こすもす佐野お盆フェア

１日～７月２９日　夏期特別貯蓄推進運動

　６日　あぐりスクール実行委員会

２５日　年金相談会（犬伏支店）

２８日　第２回理事会

　　　　 第２回監事会

４～２１日　上期随時内部監査

　５日　廃ビニール回収・処理

　６日　年金友の会ゲートボール大会

２３日　年金相談会（佐野・堀米支店） 被災地へのイチゴ苗発送準備

２３～２４日　パワフルアグリフェア

２８日　第３回理事会

　　　　 第３回監事会

　６日　さの秀郷まつり参加

２１日　全国統一住宅ローン相談会（全支店）

２７日　年金相談会（葛生支店）

３１日　第４回理事会

　　　　 第４回監事会

３１日～９月１日　平成２３年度上期監事監査（現物監査）
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《 経 営 理 念 》 

①法令等「コンプライアンス」を遵守し、経営の健全化と強靱な経営体質の構築に 

全力を傾注致します。 

②ＪＡの原点であります地域農業の振興と、地域の活性化に努めます。 

③農業の多面的機能の理念をふまえ、環境・文化・福祉への貢献に努力し、 

安全・安心で豊かな地域社会を築くための努力を致します。 

④自主・自立・自己責任の基本にたち、組織・事業・経営の革新を図ります。 

⑤「共生の理念」で運営にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．地域貢献に関する取り組み 

●地域貢献の全般に関する事項 

ＪＡは農業者が中心となって構成され、地域農業の振興を図り、消費者に安全・安心な農畜

産物を安定的に供給することを基本使命としています。また、組合員以外の一般の方にも各

種事業を利用していただくことにより、地域経済・社会の発展に寄与する社会的責任、金融機

関の一員として信用の維持・貯金者の保護を確保する公的使命などを果たしています。 

 

組 合 員 数 平成２３年８月末 平成２３年２月末 

正 組 合 員 数 ８，６１９人 ８，６８８人

准 組 合 員 数 １０，８０７人 １０，６９０人

合 計 １９，４２６人 １９，３７８人

出 資 金 ２，４６７百万円 ２，４５７百万円

（注）本冊における表中の数値は単位未満切り捨てのため、合計に相違があります。 
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●地域からの資金調達の状況（８月末） 

 

このうちオリジナル商品は

下記の通りです。 

 

●年金定期貯金 

●年金予約定期貯金 

●給振定期貯金 

●退職金定期貯金 

●Ｅｃｏ（エコ） 

ライフローン 

 ●災害支援資金 

貯金・積金平均残高 

組合員等 １３３，１１９百万円

そ の 他 ４４，８８５百万円

合   計 １７８，００５百万円

☆上記「組合員等」には、地方公共団体等からの貯金・積金 

１，９８４百万円が含まれています。 

●地域への資金供給の状況（８月末） 

（１）貸出金平均残高 

組合員等 ２３，１１８百万円

そ の 他 １１，６６７百万円

合   計 ３４，７８５百万円

☆上記「その他」には、地方公共団体等への貸出金５，８５５ 

百万円が含まれています。  

 

（２）融資取扱状況 

取扱商品名 平均残高 

住 宅 ロ ー ン １２，６８８百万円 

教 育 ロ ー ン ４４百万円 

自 動 車 ローン ５６９百万円 

営 農 ロ ー ン ４１百万円 

日 本 政 策 金 融 公 庫 資 金 －百万円 

農業改良資金 －百万円 

農業近代化資金 １７８百万円 

畜産特別資金 －百万円 

災害条例資金 －百万円 

就農支援資金 ５１百万円 

そ の 他 ２１，２１１百万円 

合 計 ３４，７８５百万円 

☆上記のうち、「日本政策金融公庫資金、農業改良資金、農業近代化資金、畜産特別資金、災害条例資金、

就農支援資金」は、制度資金といい、農業生産の振興や農業後継者の育成などを目的に、国等が一定

の制度に基づいて行う融資のことを言います。制度資金には、大別して、国・県の財政資金による融資

と、ＪＡ資金を原資として融資を行い、国・地方公共団体が利子補給を行う制度があります。前者の代表

的なものは日本政策金融公庫資金、農業改良資金であり、後者の代表的なものは農業近代化資金、畜

産特別資金となっています。 
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●文化的・社会的貢献に関する事項（地域とのつながり） 

 

（１）文化的・社会的貢献に関する事項 

 

  東日本大震災の被災者を支援するため、佐野市を通じて、職員が集めた食品や日用品など

を被災地に送った他、電力不足に対応するため、冷房温度の見直しや館内照明の減灯、軽装

期間の延長など節電対策にも積極的に取り組みました。 

 

次代を担う小学生に対しては、「あぐりスクール『夢』」を継続開校し、野菜の種まきから収穫

など年間を通して農業にふれあえる場所を提供しました。また、家の光協会で発行している子

供向け月刊誌「ちゃぐりん」を毎月市内小学校に贈呈した他、ＪＡ女性会による“朝の読み聞か

せ読書”が行われました。 

 

学校給食に地元農畜産物を提供した他、市民グループによる「早寝早起き朝ごはん」運動

に参加し、農業への関心を高める取り組みを行いました。 

 

秀郷まつりなど地域のイベントにも積極的に参加し、地域住民との交流に努めています。 

 

（２）利用者ネットワーク化への取り組み 

当ＪＡでは、組合員相互の親睦を図るとともに、地域の皆様との結びつきを強化するため、

毎年「農業まつり」を開催している他、「年金友の会」「きょうさいプラザ」などの活動を通じて、

利用者ネットワークづくりへの取り組みをすすめています。 

 

 

（３）情報提供活動 

組合員の皆様向けに、毎月ＪＡの広報誌「あぐりトピックス」を発行して、ＪＡの事業や地域の

情報を提供している他、全職員による広報誌の配付（組合員訪問）を開始し、組合員との信頼

関係の構築に努めています。 

また、インターネット上にホームページを開設して、身近でタイムリーな情報提供に努める

とともに、皆様からの情報やご意見をｅメールでも受け付けています。 

   平成２３年１２月には、一般市民・消費者向けにコミュニティ誌の創刊を予定しています。 

 

 

ホームページ 

http://www.jasano.jp   

ｅメール 

info@jasano.jp 
 

 

田植えのようす（あぐりスクール） 
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●店舗体制 
 

平成２３年８月末現在

店舗名 住 所 
電話番号 ＡＴＭ 

（０２８３） 設置台数 

本店 
〒３２７－０００７ 

２０－２０００ ＡＴＭ １台 
佐野市金吹町2351 

佐野厚生総合病院 

取次所 

〒３２７－０８４３ 
２４－７９９９ ＡＴＭ １台 

佐野市堀米町1728 

佐野支店 
〒３２７－０００３ 

２４－３７１７ ＡＴＭ １台 
佐野市大橋町3239-2 

佐野南支店 
〒３２７－０８３５ 

２４－２３３２ ＡＴＭ ２台 
佐野市植下町4000-1 

営農・支援課    

界ＡＴＭコーナー 

〒３２７－０８２４ 
  ＡＴＭ １台 

佐野市馬門町1358 

犬伏支店 
〒３２７－０８０５ 

２３－３６３６ ＡＴＭ １台 
佐野市犬伏中町1824-1 

堀米支店 
〒３２７－０８４３ 

２４－２０６５ ＡＴＭ １台 
佐野市堀米町201-3 

旗川支店 
〒３２７－０００２ 

２４－２３９６ ＡＴＭ １台 
佐野市並木町1156-1 

赤見支店 
〒３２７－０１０４ 

２５－０２２４ ＡＴＭ １台 
佐野市赤見町1223-1 

赤見支店      

石塚ＡＴＭコーナー 

〒３２７－０１０３ 
  ＡＴＭ １台 

佐野市石塚町1296-11 

吾妻支店 
〒３２７－００４２ 

２３－２５５５ ＡＴＭ １台 
佐野市上羽田町1120 

田沼支店 
〒３２７－０３１７ 

６２－１２１２ ＡＴＭ ２台 
佐野市田沼町540-1 

田沼支店 南事務所 
〒３２７－０３１４ 

６２－７５７７ ＡＴＭ １台 
佐野市新吉水町451 

三好支店 
〒３２７－０３０６ 

６２－１００５ ＡＴＭ １台 
佐野市戸室町1054 

三好支店      

野上ＡＴＭコーナー 

〒３２７－０３０２ 
  ＡＴＭ １台 

佐野市白岩町486 

愛村支店 
〒３２７－０３２１ 

６５－０１２１ ＡＴＭ １台 
佐野市閑馬町361-1 

愛村支店      

飛駒ＡＴＭコーナー 

〒３２７－０２３１ 
  ＡＴＭ １台 

佐野市飛駒町1578-1 

葛生支店 
〒３２７－０５０７ 

８５－２０９０ ＡＴＭ １台 
佐野市葛生西1-10-34 

常盤支店 
〒３２７－０５１４ 

８５－３０９０ ＡＴＭ １台 
佐野市仙波町68 

常盤支店      

氷室ＡＴＭコーナー 

〒３２７－０５１６ 
  ＡＴＭ １台 

佐野市水木町1034-1 

（注）店舗以外のＡＴＭ設置箇所  田沼庁舎・佐野新都市・佐野市民病院 
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２．金融再生法開示債権 

（単位：百万円） 

債権区分 平成２３年８月末 平成２３年２月末 増 減 

（参考） 

平成２３年８月末

購買未収金 

破 産 更 生 債 権 及 び 

これらに準ずる債権 
８１７ ８８３ △６５ ３２

危  険  債  権 ８８０ ７７６ １０４ １１

要 管 理 債 権 ２７１ ２７４ △３ ０

正 常 債 権 ３３，５６５ ３４，２９０ △７２４ １９５

合 計 ３５，５３５ ３６，２２４ △６８９ ２４０

 

（注）１．平成２３年２月末から８月末までの間に、債務者区分の変更が必要と認識した先については、 

８月末時点の債務者の状況に基づき債権区分を変更しています。 

 

２．債権区分は、次のとおりです。 

①破産更生債権及びこれらに準ずる債権 

法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権です。 

（資産査定における破綻先、実質破綻先） 

 

②危険債権 

経営破綻の状況にはないが、財政状況の悪化等により元本利息の回収ができない可能性

の高い債権です。 

（資産査定における破綻懸念先） 

 

③要管理債権 

３か月以上延滞貸出債権及び条件緩和貸出債権です。 

   （資産査定における要管理先債権額のうち３か月以上延滞貸出金及び貸出条件緩和貸出金） 

 

④正常債権 

債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれら

に準ずる債権、危険債権及び要管理債権以外のものに区分される信用事業債権です。地

方公共団体等への債権も含まれております。 
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３．自己資本比率 

平成２３年８月末 平成２３年２月末 

２３．５１％（注） ２３．１６％ 

（注）平成２３年８月末の自己資本比率は、当ＪＡの上半期仮決算データを基に算出しており、 

確定した決算に基づく数値ではありません。 

 

４．主要勘定の状況 

（単位：百万円） 

勘 定 名 平成２３年８月末 平成２３年２月末 平成２２年８月末 

貯 金 １７８，５２８ １７９，６６７ １７６，８３４

貸 出 金 ３４，８２８ ３５，０２４ ３６，０６３

預 金 １２８，７６１ １２７，７８１ １２６，２８７

有 価 証 券 １５，５８２ １７，１１１ １４，６９２

（参考）購買未収金 ２４０ ２０７ ２１９

（注）有価証券は、２月末は時価評価後、８月末は償却原価後の残高です。 

 

５．有価証券等時価情報 

（単位：百万円） 

区分 

項目 

平成２３年８月末 平成２３年２月末 

取得価額 時価 評価損益 取得価額 時価 評価損益

売 買 目 的 － － － － － － 

満期保有目的 － － － － － － 

そ の 他 １５，５８２ １６，２９６ ７１３ １６，５７０ １７，１１１ ５４１

合 計 １５，５８２ １６，２９６ ７１３ １６，５７０ １７，１１１ ５４１

（注１）本表記載の有価証券の時価は８月末日における市場価格等に基づく時価により計上したもの 

です。 

（注２）売買目的有価証券については、当ＪＡは投機的運用を行わないため保有しておりません。 

（注３）取得価額は償却原価法（アモチ・アキュム）適用後、減損処理前のものです。 
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法令遵守の態勢 

昨今の金融機関を巡る相次ぐ不祥事の発生や、金融機関の業務内容、直面するリスクの多

様化・複雑化という情勢を踏まえ、徹底した自己責任原則に基づき、法令等を遵守し、透明性

の高い経営を行っていくことにより、金融機関としての社会的責任を果たしていくことがより一

層求められていると認識しております。 

そのため、当ＪＡの役職員の行動規範としての｢コンプライアンス･マニュアル｣を制定し､役

職員一人一人がその趣旨を踏まえて日常の業務運営に取り組んでおります。 

また、ＪＡグループ内におけるコンプライアンス態勢の一環として、ＪＡ栃木ヘルプライン(ＪＡグ

ループ内部告発制度)を構築しております。ＪＡの役職員等からの通報により、早期に問題点を

発見し、不祥事の未然防止並びに内部けん制機能の強化に努めております。(受付電話番号 

028-625-1003) 

 

 

金融ＡＤＲ制度への対応 

①苦情処理措置の内容 

当ＪＡでは、苦情処理措置として、業務運営体制・内部規則を整備するとともに、公表等を行うこ

ととしています。 

②紛争解決措置の内容 

当ＪＡでは、紛争への対処にかかる措置を次のとおりとしています。 

ａ 信用事業 

   栃木県ＪＡバンク相談所（受付電話番号028-625-1003）を経由して、弁護士会（公益社団法 

人「総合紛争解決センター」を含む。）を利用することとしています。 

 ｂ 共済事業 

   次の外部機関を利用することとしています。 

   社団法人 日本共済協会共済相談所（受付電話番号03-5368-5757） 

   財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構（受付電話番号03-5296-5031） 

   財団法人 日弁連交通事故相談センター（受付電話番号03-3581-4724） 

   財団法人 交通事故紛争処理センター（受付電話番号03-3346-1756） 
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佐野農業協同組合個人情報保護方針 

 佐野農業協同組合（以下「当ＪＡ」といいます。）は、組合員・利用者等の皆様の個人情

報を正しく取扱うことが当ＪＡの事業活動の基本であり社会的責務であることを認識し、

以下の方針を遵守することを誓約します。 

 

１．当ＪＡは、個人情報を適正に取扱うために、個人情報の保護に関する法律（以下「法」

といいます。）その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び農林水産大臣をはじ

め主務大臣のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。 

個人情報とは、法第２条第１項に規定する、個人に関する情報で、特定の個人を識

別できるものをいい、以下も同様とします。 

２．当ＪＡは、利用目的をできる限り特定したうえ、あらかじめご本人の同意を得た場合

及び法令により例外として扱われるべき場合を除き、その利用目的の範囲内でのみ

個人情報を取扱います。 

ご本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいい、以下同様とします。 

３．当ＪＡは、個人情報を取得する際、適正な手段で取得するものとし、利用目的を、法

令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめ公表するか、取得後速やか

にご本人に通知または公表します。ただし、ご本人から書面で直接取得する場合に

は、あらかじめ明示します。 

４．当ＪＡは、取扱う個人データを利用目的の範囲内で正確・最新の内容に保つよう努

め、また安全管理のために必要・適切な措置を講じ従業者及び委託先を適正に監督

します。 

  個人データとは、法第２条第４項が規定する、個人情報データベース等（法第２条第

２項）を構成する個人情報をいい、以下同様とします。 

５．当ＪＡは、法令により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意

を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。 

６．当ＪＡは、保有個人データにつき、法令に基づきご本人からの開示、訂正等に応じま

す。 

  保有個人データとは、法第２条第５項に規定するデータをいいます。 

７．当ＪＡは、取扱う個人情報につき、ご本人からの苦情に対し迅速かつ適切に取り組

み、そのための内部体制の整備に努めます。 

８．当ＪＡは、取扱う個人情報について、適正な内部監査を実施するなどして、本保護方

針の継続的な改善に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐 野 農 業 協 同 組 合 

〒327-0007 栃木県佐野市金吹町 2351 
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